
議案第 ２０ 号 

 

和解について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１２号の規定に

より、和解することについて、議会の議決を求める。 

 

              令和 ６ 年 ３ 月 ６ 日 提 出      

                 燕 市 長  鈴 木   力    

 

 

 

 

記 

 

１ 和解する相手方 

  市内在住者 

 

２ 事故の概要  

  令和５年１１月２１日午後１時４０分頃、燕市小中川公民館敷地内に

おいて、同公民館の利用者が自動車を公民館入口脇の駐車場に停めようと

した際、アクセルとブレーキを踏み間違えて、屋外に設置してあるユニッ

ト型トイレ、同公民館の外壁等および事故車両の一部が損傷したもの。  

 

３ 和解の内容 

（１） 市の過失はなく、相手方は市に対し、 

損害の賠償金１，５７１，２５８円を支払う。 

（２） 和解成立後は、本件に関し一切異議申し立て、請求及び訴の提起を

行わない。 

- 1 -


